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(57)【要約】
【課題】サムネイル画像データ生成処理等の処理の低速
化を防止する。
【解決手段】装置内部の動作を制御するＣＰＵを含む動
画記録装置は、入力される映像データを圧縮して動画デ
ータを生成する動画データ生成部と、トリガー信号が入
力されたタイミングにおける静止画データを映像データ
から抽出する静止画データ抽出部と、静止画データ抽出
部により抽出された静止画データが記録される第１の記
録媒体と、ＣＰＵの負荷を表す負荷値を検出する負荷検
出部と、負荷検出部により検出された負荷値が所定閾値
以下の場合に、第１の記録媒体に記録されている静止画
データに基づいてサムネイル画像データを生成するサム
ネイル画像データ生成部と、動画データ生成部により生
成された動画データとサムネイル画像データ生成部によ
り生成されたサムネイル画像データとが関連付けされて
記録される第２の記録媒体とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置内部の動作を制御するＣＰＵを含む動画記録装置であって、
　入力される映像データを圧縮して動画データを生成する動画データ生成部と、
　トリガー信号が入力されたタイミングにおける静止画データを、前記映像データから抽
出する静止画データ抽出部と、
　前記静止画データ抽出部により抽出された静止画データが記録される第１の記録媒体と
、
　前記ＣＰＵの負荷を表す負荷値を検出する負荷検出部と、
　前記負荷検出部により検出された負荷値が所定閾値以下の場合に、前記第１の記録媒体
に記録されている静止画データに基づいてサムネイル画像データを生成するサムネイル画
像データ生成部と、
　前記動画データ生成部により生成された動画データと、前記サムネイル画像データ生成
部により生成されたサムネイル画像データとが関連付けされて記録される第２の記録媒体
と、
　を備えることを特徴とする動画記録装置。
【請求項２】
　ユーザ操作を受け付ける操作部と、
　前記操作部により受け付けられたユーザ操作に応じて前記トリガー信号を出力するトリ
ガー信号出力部と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１記載の動画記録装置。
【請求項３】
　前記動画記録装置に接続されている外部装置から入力される当該外部装置の制御状態信
号に応じて前記トリガー信号を出力するトリガー信号出力部を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１記載の動画記録装置。
【請求項４】
　前記外部装置は、内視鏡、電気メス装置、内視鏡挿入形状観測装置、又は超音波観測装
置である、
　ことを特徴とする請求項３記載の動画記録装置。
【請求項５】
　所定時間を計時するタイマーと、
　前記タイマーにより計時される所定時間毎に前記トリガー信号を出力するトリガー信号
出力部と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１記載の動画記録装置。
【請求項６】
　装置内部の動作を制御するＣＰＵを含む動画記録装置の動画記録方法であって、
　トリガー信号が入力されたタイミングにおける静止画データを、入力される映像データ
から抽出し、
　前記静止画データを第１の記録媒体に記録し、
　前記ＣＰＵの負荷を表す負荷値を検出し、
　前記負荷値が所定閾値以下の場合に、前記第１の記録媒体に記録されている静止画デー
タに基づいてサムネイル画像データを生成し、
　前記映像データを圧縮して生成した動画データと、前記サムネイル画像データとを関連
付けて第２の記録媒体に記録する、
　ことを特徴とする動画記録方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画記録装置及びその動画記録方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、入力される映像信号を処理して動画データを生成すると共に、その動画データの
サムネイル画像データを１つ以上生成して、その動画データとサムネイル画像データとを
関連付けて（対応付けて）記録するようにした動画記録装置が知られている。このような
動画記録装置によれば、ユーザは、サムネイル画像データを確認することにより、例えば
、動画データにおける所望の再生位置を容易に検索することができたり、動画データの内
容を容易に把握することができたり、複数の動画データの中から所望の動画データを容易
に検索することができたりする。
【０００３】
　このような動画記録装置として、例えば、次のような装置が知られている。
　動画データの先頭部分および最後部分から少なくとも２つの静止画サムネイルを作成し
、その中間の指示入力された部分から動画サムネイルを作成し、それらのサムネイルを動
画データと対応付けて記録媒体に記録するようにしたデジタルカメラが知られている（例
えば特許文献１参照）。
【０００４】
　また、録画が開始すると、サムネイル画像の生成及びそのサムネイル画像を含むヘッダ
ファイルの作成を行い、録画中にトリガー条件が成立すると、サムネイル画像の生成及び
ヘッダファイルに含まれるサムネイル画像の置き換え（トリガー条件成立時のサムネイル
画像へ置き換え）を行い、録画が停止すると、そのヘッダファイルを、動画を格納するス
トリーム画像ファイルに追記するようにした撮像装置も知られている（例えば特許文献２
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１１７３６９号公報
【特許文献２】特開２００７－２６６６５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のような動画記録装置では、当該動画記録装置に含まれる、当該動画記録装置の動
作を制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）の負荷が高い状態のときにサムネイル
画像データの生成が行われる場合には、そのサムネイル画像データの生成処理が低速化す
る等、サムネイル画像データの生成処理に支障をきたす場合があった。そればかりか、Ｃ
ＰＵが実行している他の処理の低速化を招く場合もあった。
【０００７】
　本発明は、上記実状に鑑み、サムネイル画像データ生成処理等の処理の低速化を防止す
ることができる動画記録装置及びその動画記録方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様は、装置内部の動作を制御するＣＰＵを含む動画記録装置であって
、入力される映像データを圧縮して動画データを生成する動画データ生成部と、トリガー
信号が入力されたタイミングにおける静止画データを、前記映像データから抽出する静止
画データ抽出部と、前記静止画データ抽出部により抽出された静止画データが記録される
第１の記録媒体と、前記ＣＰＵの負荷を表す負荷値を検出する負荷検出部と、前記負荷検
出部により検出された負荷値が所定閾値以下の場合に、前記第１の記録媒体に記録されて
いる静止画データに基づいてサムネイル画像データを生成するサムネイル画像データ生成
部と、前記動画データ生成部により生成された動画データと、前記サムネイル画像データ
生成部により生成されたサムネイル画像データとが関連付けされて記録される第２の記録
媒体と、を備える動画記録装置を提供する。
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【０００９】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、ユーザ操作を受け付ける操作部と、前記
操作部により受け付けられたユーザ操作に応じて前記トリガー信号を出力するトリガー信
号出力部と、を更に備える動画記録装置を提供する。
【００１０】
　本発明の第３の態様は、第１の態様において、前記動画記録装置に接続されている外部
装置から入力される当該外部装置の制御状態信号に応じて前記トリガー信号を出力するト
リガー信号出力部を更に備える、動画記録装置を提供する。
【００１１】
　本発明の第４の態様は、第３の態様において、前記外部装置は、内視鏡、電気メス装置
、内視鏡挿入形状観測装置、又は超音波観測装置である、動画記録装置を提供する。
　本発明の第５の態様は、第１の態様において、所定時間を計時するタイマーと、前記タ
イマーにより計時される所定時間毎に前記トリガー信号を出力するトリガー信号出力部と
、を更に備える動画記録装置を提供する。
【００１２】
　本発明の第６の態様は、装置内部の動作を制御するＣＰＵを含む動画記録装置の動画記
録方法であって、トリガー信号が入力されたタイミングにおける静止画データを、入力さ
れる映像データから抽出し、前記静止画データを第１の記録媒体に記録し、前記ＣＰＵの
負荷を表す負荷値を検出し、前記負荷値が所定閾値以下の場合に、前記第１の記録媒体に
記録されている静止画データに基づいてサムネイル画像データを生成し、前記映像データ
を圧縮して生成した動画データと、前記サムネイル画像データとを関連付けて第２の記録
媒体に記録する、動画記録方法を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、サムネイル画像データ生成処理等の処理の低速化を防止することがで
きる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一実施の形態に係る動画記録装置であるビデオプロセッサー装置を含む内視鏡シ
ステムの構成例を示す図である。
【図２】一実施の形態に係る動画記録装置であるビデオプロセッサー装置が動画記録中に
行うサムネイル生成処理の処理内容の一例を示すフローチャートである。
【図３】動画データの再生指示に応じてモニタに表示されたモニタ画面例を示す第１の図
である。
【図４】動画データの再生指示に応じてモニタに表示されたモニタ画面例を示す第２の図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態に係る動画記録装置であるビデオプロセッサー装置を含
む内視鏡システムの構成例を示す図である。なお、この内視鏡システムは、病院等の医療
機関における内視鏡検査等に使用される。
【００１６】
　図１に示したように、内視鏡システム１は、内視鏡１０、電気メス装置２０、ＵＰＤ（
Endoscope Position Detecting Unit：内視鏡挿入形状観測装置）３０、超音波観測装置
（以下単に「超音波装置」と言う）４０、ビデオプロセッサー装置（以下単に「プロセッ
サー装置」と言う）５０、及びモニタ６０を含む。
【００１７】
　内視鏡システム１において、内視鏡１０、電気メス装置２０、ＵＰＤ３０、超音波装置
４０、及びモニタ６０の各々とプロセッサー装置５０との間は、信号の送受が可能なよう
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に、ケーブルを介して接続されている。また、電気メス装置２０とＵＰＤ３０との間、及
び、ＵＰＤ３０と超音波装置４０との間も、信号の送受が可能なように、ケーブルを介し
て接続されている。なお、これらの装置間は、ケーブルのような有線接続に限定されるも
のではなく、無線接続であってもよい。
【００１８】
　内視鏡１０は、患者の体腔内に挿入される挿入部１０ａと、ユーザ（術者）操作の受け
付け等を行う操作部１０ｂを含む。
　挿入部１０ａは、その先端部に、撮像素子１１及び信号前処理部１２や、処置具の出し
入れが行われる鉗子口等を備える。撮像素子１１は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Dev
ice)であり、体腔内の観察部位を撮像する。信号前処理部１２は、例えばＡＦＥ（Analog
 Front End）であって、撮像素子１１により得られた撮像信号を処理して映像信号を出力
する。なお、信号前処理部１２から出力された映像信号は、映像信号ケーブルを介して、
プロセッサー装置５０へ出力される。
【００１９】
　操作部１０ｂは、複数のスイッチ（ＳＷ１、ＳＷ２等）１３、鉗子口（鉗子チャンネル
）１４、及び内視鏡状態レジスタ１５等を備える。複数のスイッチ１３は、レリーズ指示
や観察方法の切替指示等、ユーザから各種の指示を受け付ける。鉗子口１４は、処置具の
出し入れが行われる。なお、処置具は、鉗子口１４から挿入部１０ａの先端部の鉗子口へ
挿通されて使用される。内視鏡状態レジスタ１５は、内視鏡１０の制御状態情報が格納さ
れる。内視鏡１０の制御状態情報は、例えば、スイッチ１３の操作状態や内視鏡１０の設
定状態の情報を含む。内視鏡状態レジスタ１５に格納される内視鏡１０の制御状態情報は
、制御信号ケーブルを介してプロセッサー装置５０へ出力される。また、内視鏡状態レジ
スタ１５に格納される内視鏡１０の制御状態情報は、内視鏡１０の図示しない表示部に表
示され得る。
【００２０】
　また、内視鏡１０は、図示しない、挿入形状観測用の磁気コイルや超音波観測用の超音
波振動子等も含む。
　電気メス装置２０は、フットスイッチ２１や患者の体表面に貼付される対極板２２が接
続されており、ユーザによるフットスイッチ２１の足操作に応じて、内視鏡１０に挿通さ
れた処置具に取り付けられている電気メスに供給する高周波電源をオン又はオフする。ま
た、電気メス装置２０は、当該電気メス装置２０の制御状態情報を、制御信号ケーブルを
介してプロセッサー装置５０へ出力する。電気メス装置２０の制御状態情報は、例えば、
フットスイッチ２１の操作状態や電気メス装置２０の設定状態の情報を含む。
【００２１】
　ＵＰＤ３０は、内視鏡１０に含まれる磁気コイルから発生する磁気を、図示しないアン
テナで受信して、リアルタイムに内視鏡１０の挿入形状を３次元表示する。また、ＵＰＤ
３０は、ユーザからの各種の指示（例えばＵＰＤ３０の設定指示等）を受け付ける操作部
３１を含む。また、ＵＰＤ３０は、当該ＵＰＤ３０の制御状態情報を、制御信号ケーブル
を介してプロセッサー装置５０へ出力する。ＵＰＤ３０の制御状態情報は、例えば、操作
部３１の操作状態やＵＰＤ３０の設定状態の情報を含む。
【００２２】
　超音波装置４０は、内視鏡１０に含まれる超音波振動子を用いて、体腔内の観察部位の
超音波画像を生成し、表示する。また、超音波装置４０は、ユーザからの各種の指示（超
音波装置４０の設定指示等）を受け付ける操作部４１を含む。また、超音波装置４０は、
当該超音波装置４０の制御状態情報を、制御信号ケーブルを介してプロセッサー装置５０
へ出力する。超音波装置４０の制御状態情報は、例えば、操作部４１の操作状態や超音波
装置４０の設定状態の情報を含む。
【００２３】
　プロセッサー装置５０は、内視鏡１０から映像信号ケーブルを介して入力される映像信
号を処理して動画データを生成、記録等する。プロセッサー装置５０は、キーボード５１
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、フロントパネル５２、ＰＩＯ（Parallel Input/Output）５３、外部装置制御状態レジ
スタ５４、内視鏡制御状態レジスタ５５、画像処理部５６、揮発性メモリ５７、不揮発性
メモリ５８、及びＣＰＵ５９を含む。
【００２４】
　キーボード５１及びフロントパネル５２は、ユーザの操作に応じて、ユーザからの各種
の指示を受け付け、ＣＰＵ５９へ通知する。例えば、ユーザからの指示として、後述のサ
ムネイル生成モードの設定指示、動画データの再生指示、及び外部装置（内視鏡１０、電
気メス装置２０、ＵＰＤ３０、及び超音波装置４０等）の設定指示等を受け付ける。なお
、フロントパネル５２は、例えば、タッチパネル付ディスプレイである。
【００２５】
　ＰＩＯ５３は、ＵＰＤ３０及び超音波装置４０との間で信号の入出力を行うインターフ
ェースである。例えば、ＰＩＯ５３は、ＵＰＤ３０及び超音波装置４０の各々から制御信
号ケーブルを介して制御状態情報が入力される。また、ＰＩＯ５３は、入力された制御状
態情報を外部装置制御状態レジスタ５４へ出力する。なお、ＵＰＤ３０及び超音波装置４
０との間の入出力インターフェースは、ＰＩＯ５３に限らず、例えばＳＩＯ（Serial Inp
ut/Output）であってもよい。
【００２６】
　外部装置制御状態レジスタ５４は、ＰＩＯ５３から入力されるＵＰＤ３０及び超音波装
置４０の制御状態情報や、電気メス装置２０から制御信号ケーブルを介して入力される制
御状態情報を格納する。これにより、電気メス装置２０、ＵＰＤ３０、及び超音波装置４
０の各々の最新の制御状態情報がリアルタイムに外部装置制御状態レジスタ５４に格納さ
れるようになる。
【００２７】
　内視鏡制御状態レジスタ５５は、内視鏡１０から制御信号ケーブルを介して入力される
制御状態情報を格納する。これにより、内視鏡１０の最新の制御状態情報がリアルタイム
に内視鏡制御状態レジスタ５５に格納されるようになる。
【００２８】
　画像処理部５６は、内視鏡１０から映像信号ケーブルを介して入力される映像信号に対
して所定の画像処理を行い、その処理後の映像信号である映像データをＣＰＵ５９へ出力
する。
【００２９】
　揮発性メモリ５７は、例えばＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ（Double-Data-Rate Synchronous Dyn
amic Random Access Memory）等であって、後述の静止画抽出部５９３１により抽出され
た静止画データが記録される。
【００３０】
　不揮発性メモリ５８は、例えばＳＤメモリカード等であって、後述の動画コーデック部
５９３により生成された動画データと後述のサムネイル生成部５９５により生成されたサ
ムネイル画像データとが関連付けされて記録される。
【００３１】
　ＣＰＵ５９は、プロセッサー装置５０の全体動作の制御、並びに、内視鏡システム１の
全体動作を制御する。例えば、ＣＰＵ５９は、後者の制御として、キーボード５１又はフ
ロントパネル５２を介してユーザから受け付けた外部装置（内視鏡１０、電気メス装置２
０、ＵＰＤ３０、又は超音波装置４０等）の設定指示に応じて、その外部装置の設定変更
を行う。
【００３２】
　ＣＰＵ５９は、タイマー５９１、静止画抽出指示部５９２、動画コーデック部５９３、
負荷検出部５９４、及びサムネイル生成部５９５を含む。また、動画コーデック部５９３
は、静止画抽出部５９３１を含む。
【００３３】
　タイマー５９１は、計時を行い、定期的に（所定時間が経過する毎に）タイミング信号
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を静止画抽出指示部５９２へ出力する。
　静止画抽出指示部５９２は、設定されているサムネイル生成モードに応じて次のような
処理を行う。サムネイル生成モードとして第１モードが設定されている場合、静止画抽出
指示部５９２は、外部装置制御状態レジスタ５４及び内視鏡制御状態レジスタ５５に格納
されている制御状態情報に変化が有った時やキーボード５１又はフロントパネル５２の操
作（例えば外部装置の設定を指示するための操作等）が行われた時に、トリガー信号を静
止画抽出部５９３１へ出力する。また、サムネイル生成モードとして第２モードが設定さ
れている場合、静止画抽出指示部５９２は、タイマー５９１からタイミング信号が入力さ
れた時に、トリガー信号を静止画抽出部５９３１へ出力する。
【００３４】
　動画コーデック部５９３は、画像処理部５６から入力される映像データを所定の符号化
方式により符号化して動画データを生成し、不揮発性メモリ５８に記録する。なお、この
ときの符号化では、映像データに対する圧縮処理等が行われる。
【００３５】
　静止画抽出部５９３１は、静止画抽出指示部５９２からトリガー信号が入力された時に
、そのトリガー信号が入力されたタイミングにおける静止画データを、画像処理部５６か
ら入力される映像データから抽出し、揮発性メモリ５７に記録する。
【００３６】
　負荷検出部５９４は、ＣＰＵ５９の負荷を表す負荷値を検出し、その負荷値をサムネイ
ル生成部５９５へ出力する。
　サムネイル生成部５９５は、負荷検出部５９４から入力される負荷値が所定閾値以下で
あるか否かを判定し、所定閾値以下である場合に限り、揮発性メモリ５７に記録されてい
る静止画データに基づいてサムネイル画像データを生成する。なお、所定閾値は、例えば
、ＣＰＵ５９がサムネイル画像データの生成に支障をきたさない（例えば、その生成処理
が低速化しない）負荷状態にあるときの負荷値に相当する値である。また、サムネイル画
像データの生成では、画像縮小や画像圧縮等の画像処理が行われる。
【００３７】
　また、サムネイル生成部５９５は、生成したサムネイル画像データを、動画コーデック
部５９３により不揮発性メモリ５８に記録される動画データに関連づけて、不揮発性メモ
リ５８に記録する。
【００３８】
　モニタ６０は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等であって、画像処理部５６
及びＣＰＵ５９により処理された映像データの表示や、不揮発性メモリ５８に記録されて
いる動画データ及び当該動画データに関連付けされているサムネイル画像データの表示等
を行う。
【００３９】
　次に、内視鏡システム１におけるプロセッサー装置５０の動作について説明する。
　図２は、プロセッサー装置５０が動画記録中に行うサムネイル生成処理の処理内容の一
例を示すフローチャートである。
【００４０】
　図２に示したように、本処理が開始すると、まず、ＣＰＵ５９は、設定されているサム
ネイル生成モードが、第１モードであるか第２モードであるかを判定する（Ｓ１）。なお
、サムネイル生成モードは、ユーザによるキーボード５１又はフロントパネル５２の操作
により受け付けられた指示に応じて設定される。
【００４１】
　Ｓ１の判定結果が第１モードである場合、静止画抽出指示部５９２は、外部装置制御状
態レジスタ５４及び内視鏡制御状態レジスタ５５に格納されている制御状態情報に変化が
有ったか否か、又は、ユーザによるキーボード５１又はフロントパネル５２の操作（例え
ば外部装置の設定を指示するための操作等）が行われたか否かを判定する（Ｓ２）。Ｓ２
の判定結果がＮｏの場合、静止画抽出指示部５９２は、本判定を繰り返す。
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【００４２】
　一方、Ｓ１の判定結果が第２モードである場合、静止画抽出指示部５９２は、一定時間
（例えば３分間）が経過したか否かを判定する（Ｓ３）。なお、この判定は、タイマー５
９１から定期的（例えば３分毎）に出力されるタイミング信号が静止画抽出指示部５９２
に入力されたか否かを判定することでもある。Ｓ３の判定結果がＮｏの場合、静止画抽出
指示部５９２は、本判定を繰り返す。
【００４３】
　一方、Ｓ２又はＳ３の判定結果がＹｅｓの場合、静止画抽出指示部５９２は、トリガー
信号を静止画抽出部５９３１へ出力する（Ｓ４）。
　続いて、静止画抽出部５９３１は、そのトリガー信号に応じて静止画キャプチャを行う
（Ｓ５）。より詳しくは、静止画抽出部５９３１は、そのトリガー信号が入力されたタイ
ミングにおける静止画データを、画像処理部５６から入力される映像データから抽出する
。
【００４４】
　続いて、静止画抽出部５９３１は、Ｓ５で抽出した静止画データを揮発性メモリ５７に
転送（記録）する（Ｓ６）。
　続いて、サムネイル生成部５９５は、負荷検出部５９４により検出された負荷値が所定
閾値以下であるか否かを判定する（Ｓ７）。Ｓ７の判定結果がＮｏの場合、サムネイル生
成部５９５は、本判定を繰り返す。
【００４５】
　一方、Ｓ７の判定結果がＹｅｓの場合、サムネイル生成部５９５は、Ｓ６で揮発性メモ
リ５７に記録された静止画データに基づいてサムネイル画像データを生成する（Ｓ８）。
　続いて、サムネイル生成部５９５は、Ｓ８で生成したサムネイル画像データを、動画コ
ーデック部５９３により生成される動画データに関連付けて不揮発性メモリ５８に記録す
る（Ｓ９）。
【００４６】
　なお、図示は省略するが、Ｓ９の後、動画記録中である場合には、設定されているサム
ネイル生成モードに応じて、処理がＳ２又はＳ３へ戻る。より詳しくは、サムネイル生成
モードとして第１モードが設定されている場合には処理がＳ２へ戻り、第２モードが設定
されている場合には処理がＳ３へ戻る。
【００４７】
　このような図２に示したサムネイル画像生成処理によれば、サムネイル生成モードとし
て第１モードが設定されて動画記録が行われた場合には、その動画記録中における、次の
ようなタイミングにおける静止画データが映像データから抽出される。そのタイミングと
は、例えば、内視鏡１０のスイッチ１３等の操作により内視鏡１０の制御状態情報が変化
したタイミングや、電気メス装置２０に接続されているフットスイッチ２１等の操作によ
り電気メス装置２０の制御状態情報が変化したタイミングや、ＵＰＤ３０の操作部３１の
操作によりＵＰＤ３０の制御状態情報が変化したタイミングや、超音波装置４０の操作部
４１の操作により超音波装置４０の制御状態情報が変化したタイミングや、キーボード５
１又はフロントパネル５２の操作（外部装置の設定を指示するための操作等）が行われた
タイミング等である。
【００４８】
　また、サムネイル生成モードとして第２モードが設定されて動画記録が行われた場合に
は、その動画記録中における、定期的なタイミングにおける静止画データが映像データか
ら抽出される。
【００４９】
　そして、ＣＰＵ５９の負荷値が所定閾値以下のときに、そのようなタイミングに抽出さ
れた静止画データに基づくサムネイル画像データの生成が行われ、そのサムネイル画像デ
ータが、映像データに基づいて生成された動画データに関連付けされて不揮発性メモリ５
８に記録される。
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【００５０】
　図３及び図４は、このようにして不揮発性メモリ５８に記録された動画データの再生指
示に応じてモニタ６０に表示されたモニタ画面例を示す図である。より詳しくは、図３に
示したモニタ画面例は、サムネイル生成モードとして第１モードが設定され動画記録が行
われたときの動画データの再生指示に応じてモニタ６０に表示されたモニタ画面である。
図４に示したモニタ画面例は、サムネイル生成モードとして第２モードが設定され動画記
録が行われたときの動画データの再生指示に応じてモニタ６０に表示されたモニタ画面で
ある。なお、動画データの再生指示は、ユーザによるキーボード５１又はフロントパネル
５２の操作に応じて行われる。
【００５１】
　図３及び図４の各々に示したモニタ画面は、動画再生画面６１及び動画サムネイル画面
６２を含む。
　動画再生画面６１は、動画データ（内視鏡画像の動画データ）が再生される画面であり
、その動画データに係る動画と共に、患者のＩＤ（Identification）ナンバー、名前、性
別等も併せて表示され得る。
【００５２】
　動画サムネイル画面６２は、動画再生画面６１に再生されている動画データに関連付け
されているサムネイル画像データが再生される画面であり、動画記録中に生成されたサム
ネイル画像データに係るサムネイル画像と共に、動画記録期間中における各サムネイル画
像データの生成タイミングが併せて表示される。
【００５３】
　図３に示した動画サムネイル画面６２では、サムネイル生成モードとして第１モードが
設定されているときの動画記録中に生成されたサムネイル画像データに係るサムネイル画
像６２（６２ａ、６２ｂ、６２ｃ）と共に、動画記録期間中における各サムネイル画像デ
ータの生成タイミング（「3” 12」、「5” 40」、「16” 32」）が表示されている。な
お、サムネイル画像６２ａのサムネイル画像データは、動画記録を開始してから３分１２
秒後（「3” 12」）に、ユーザが例えば内視鏡１０のスイッチ１３を操作して観察方法を
ＮＢＩ（Narrow Band Imaging：狭帯域光観察）へ変更したタイミングに生成されたもの
である。サムネイル画像６２ｂのサムネイル画像データは、動画記録を開始してから５分
４０秒後（「5” 40」）に、ユーザが例えば内視鏡１０のスイッチ１３を操作して測光方
式をＡＶＥ（平均測光）からＰＥＡＫ（ピーク測光）へ変更したタイミングに生成された
ものである。サムネイル画像６２ｃのサムネイル画像データは、動画記録を開始してから
１６分３２秒後（「16” 32」）に、ユーザが例えば内視鏡１０のスイッチ１３を操作し
て映像信号の構造強調度を切り替えたタイミングに生成されたものである。ユーザは、こ
のような動画サムネイル画面６２を参照することによって、例えば、動画記録中に内視鏡
１０の設定等を変更したタイミングにおける動画再生位置を容易に検索することができる
ようになる。
【００５４】
　図４に示した動画サムネイル画面６２では、サムネイル生成モードとして第２モードが
設定されているときの動画記録中に生成されたサムネイル画像データに係るサムネイル画
像６２（６２ｄ、６２ｅ、６２ｆ）と共に、動画記録期間中における各サムネイル画像デ
ータの生成タイミング（「3” 00」、「6” 00」、「9” 00」）が表示されている。なお
、サムネイル画像６２ｄ、６２ｅ、６２ｆのサムネイル画像データは、動画記録を開始し
てから３分間毎のタイミング（すなわち、３分後（「3” 00」）、６分後（「6” 00」）
、及び９分後（「9” 00」）のタイミング）に生成されたものである。ユーザは、このよ
うな動画サムネイル画面６２を参照することによって、例えば、動画の内容の概要を容易
に把握することができると共に、所望の動画再生位置を容易に検索することができるよう
になる。
【００５５】
　以上のように、本実施形態に係る動画記録装置であるプロセッサー装置５０によれば、
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所定閾値以下である場合に限って行われるようになる。従って、ＣＰＵの負荷が高いとき
にサムネイル画像データの生成が行われることによって生じ得る、サムネイル画像データ
の生成処理の低速化やその他の処理の低速化を防止することができる。
【００５６】
　以上、上述した実施形態は、発明の理解を容易にするために本発明の具体例を示したも
のであり、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。本発明は、特許請求の範
囲に規定された本発明の思想を逸脱しない範囲において、さまざまな変形、変更が可能で
ある。
【符号の説明】
【００５７】
１　　　　　内視鏡システム
１０　　　　内視鏡
１０ａ　　　挿入部
１０ｂ　　　操作部
１１　　　　撮像素子
１２　　　　信号前処理部
１３　　　　スイッチ
１４　　　　鉗子口
１５　　　　内視鏡状態レジスタ
２０　　　　電気メス装置
２１　　　　フットスイッチ
２２　　　　対極板
３０　　　　ＵＰＤ
３１　　　　操作部
４０　　　　超音波装置
４１　　　　操作部
５０　　　　プロセッサー装置
５１　　　　キーボード
５２　　　　フロントパネル
５３　　　　ＰＩＯ
５４　　　　外部装置制御状態レジスタ
５５　　　　内視鏡制御状態レジスタ
５６　　　　画像処理部
５７　　　　揮発性メモリ
５８　　　　不揮発性メモリ
５９　　　　ＣＰＵ
６０　　　　モニタ
６１　　　　動画再生画面
６２　　　　動画サムネイル画面
６２（６２ａ、６２ｂ、６２ｃ、６２ｄ、６２ｅ、６２ｆ）　サムネイル画像
５９１　　　タイマー
５９２　　　静止画抽出指示部
５９３　　　動画コーデック部
５９４　　　負荷検出部
５９５　　　サムネイル生成部
５９３１　　静止画抽出部
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